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午前　９時３０分　　開　会 

 

○斎藤万紀子委員長　おはようございます。 

　　ただいまから本日の会議を開きます。本日はよろしくお願いいたします。 

　　これより日程に入ります。 

　　課長の説明に先立ち、所管部長から発言を求められておりますので、これを許可いた

します。 

　　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　皆様、おはようございます。 

　　生涯学習部長の新井でございます。 

　　本日は、議案第５９号　令和５年度羽生市一般会計歳入歳出決算の審査でお世話にな

ります。よろしくお願いいたします。 

　　それでは、議案説明のため出席している課長、館長を紹介申し上げます。 

　　生涯学習課長の佐藤でございます。 

○佐藤友美代生涯学習課長　佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○新井和典生涯学習部長　図書館長兼郷土資料館長の阿久津でございます。 

○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　阿久津です。よろしくお願いいたします。 

○新井和典生涯学習部長　スポーツ振興課長の根岸でございます。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　根岸です。よろしくお願いいたします。 

○新井和典生涯学習部長　なお、同席する係長につきましては、後ほど課長、館長からご

紹介をさせていただきます。 

　　それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、議案第５９号　令和５年度羽生市一般会計歳入歳出決算のう

ち、本委員会付託部分を議題といたします。 

　　生涯学習課所管部分について、生涯学習課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　改めまして、おはようございます。 

　　生涯学習課長の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 
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　　本日同席しております職員を紹介させていただきます。 

　　生涯学習課生涯学習係長の前澤でございます。 

○前澤有佑生涯学習係長　前澤です。よろしくお願いいたします。 

○佐藤友美代生涯学習課長　それでは、恐縮ですが、着座にて説明をさせていただきます。 

　　議案第５９号　令和５年度羽生市一般会計歳入歳出決算のうち、生涯学習課所管部分

について、順次ご説明を申し上げます。 

　　２６７、２６８ページをご覧ください。 

　　第１０款教育費、第４項社会教育費、第１目社会教育総務費につきましては、予算現

額７，６７２万７，０００円に対し、支出済額７，４７６万９，２３４円で、執行率は

９７．４％でございます。 

　　２７０ページ、備考欄をご覧ください。 

　　社会教育総務費一般経費のうち、主なものをご説明申し上げます。 

　　１節報酬２０２万８，２１５円につきましては、社会教育委員や文化芸術振興審議会

委員の委員報酬並びに会計年度任用職員２名への報酬でございます。 

　　次に、１０節需用費のうち、消耗品費５９万９，００６円につきましては、羽生市二

十歳の集いの記念品や看板などの購入がございました。羽生市二十歳の集いの参加者は

３７１名で、参加率は６４．７４％でございました。 

　　また、令和５年度より、保護者の会場での観覧を再開し、式典当日は１３４名の方が

来館をし、観覧されました。 

　　続きまして、２７２ページ、備考欄をご覧ください。 

　　１２節委託料のうち、家庭教育支援事業委託料９万９，０００円につきましては、市

内ＮＰＯ法人に事業委託し、夏休みや冬休みに合わせた子ども向けイベントや、小学校

入学時に合わせた保護者向けの講座などを開催し、家庭教育の支援をいたしました。 

　　次に、１８節負担金補助及び交付金のうち、負担金１４万６，０００円の主なものに

つきましては、子ども大学はにゅう実行委員会に対するものでございます。令和５年度

の子ども大学はにゅうは、小学４年生から６年生の児童２５名が参加し、２日間で４つ

の講座を実施し、開催いたしました。 

　　また、補助金１３６万３，０００円につきましては、資料に記載のありますとおり、

文化団体連合会やＰＴＡ連合会など６つの社会教育関係団体に対して補助したものでご

ざいます。 
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　　続きまして、放課後子ども教室推進事業でございます。 

　　放課後子ども教室につきましては、小学校等の施設を利用し、子どもたちの安全・安

心な放課後の居場所をつくることを目的に実施しております。市内６か所、羽生北、羽

生南、新郷第一、岩瀬、井泉、手子林小学校において活動いたしました。 

　　なお、県からの補助金、放課後子ども教室推進事業費補助金４５万３，０００円につ

きましては、こちらの事業に充当しております。 

　　それでは、主なものについてご説明申し上げます。 

　　１節報酬６万３，０００円につきましては、放課後子ども教室運営委員への委員報酬

でございます。 

　　次に、７節報償費５３万６，１００円につきましては、コーディネーター６名、指導

員１８名に対する報償金及び特別教室講師６名への謝金でございます。 

　　続きまして、２７４ページをご覧ください。 

　　続きまして、第２目人権教育費についてご説明申し上げます。 

　　予算現額１，２６１万５，０００円に対し、支出済額１，０５８万２，６４０円で、

執行率は８３．９％でございました。 

　　それでは、人権教育一般経費について、主なものをご説明申し上げます。 

　　１節報酬９９万４，０１２円につきましては、集会所運営委員の委員報酬及び会計年

度任用職員１名の報酬です。 

　　次に、７節報償費１９８万９，５７７円につきましては、各集会所における集会所学

習の講師や指導者への謝金等でございます。 

　　次に、１０節需用費のうち、修繕料２２万６，６００円につきましては、桑崎集会所

の天井の修繕や畳表替え修繕など、集会所の修繕計５件を行なったものでございます。 

　　次に、１２節委託料につきましては、次の２７６ページ、備考欄に移ります。 

　　５つの集会所の管理運営に係るもの及び人権教育研修会に要するものでございます。

前年度になかったものとしましては、上から６つ目の集会所清掃業務委託料２６万

９，５００円でございます。下岩瀬集会所におきまして、以前から天井部にすみついて

いた小動物の侵入経路が昨年特定できましたため、侵入を断った上で天井にありました

ふん尿などの清掃と消毒を実施いたしました。 

　　次に、１３節使用料及び賃借料のうち、自動車借上料８２万１，３７２円につきまし

ては、７月に開催しました集会所学習親子交流の集いや集会所学級の移動教室等におけ
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るバス借上料でございます。昨年７月２４日に開催しました集会所学習親子交流の集い

には、９７名の親子が参加をし、埼玉県議会議事堂や埼玉県警察本部、ロッテ浦和工場

を見学いたしました。 

　　続きまして、第３目公民館費についてご説明申し上げます。 

　　予算現額１億５，８５０万１，０００円に対し、支出済額１億４，９２３万

７，２５７円で、執行率は９４．１％でございます。 

　　それでは、２７６ページ、備考欄下段の公民館一般経費７，９５０万６，５４７円に

ついて、主なものを申し上げます。 

　　まず、公民館一般経費につきましては、前年度と比較しまして約１，０５０万円の減

額となっています。こちらの主な要因としましては、前年度であります令和４年度には、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、全ての公民館

に無線ＬＡＮを整備したことにより、歳出額が大きかったことによるものでございます。 

　　それでは、主なものについてご説明申し上げます。 

　　１節報酬３，５５８万３，００５円につきましては、２７８ページ、備考欄をご覧く

ださい。 

　　公民館運営審議会委員１００人の委員報酬と会計年度任用職員３７人の報酬でござい

ます。公民館運営審議会は、公民館ごとに設置し、学校教育及び社会教育の関係者や家

庭教育の向上に資する活動を行う者などによって組織をされ、公民館の運営に関する意

見や評価をいただいております。 

　　次に、７節報償費１１３万２００円につきましては、９公民館における主催講座の講

師謝金でございます。９館で合計１２６講座を開催し、地域の核となる公民館を拠点に

生涯学習の推進を図りました。 

　　次に、１０節需用費１，８７５万１，１９１円につきましては、施設運営に必要な消

耗品費、燃料費、光熱水費及び修繕料などでございます。電気料につきましては、前年

度と比較をしまして、約３０万円の減額となっております。また、修繕料２８２万

４，６４５円につきましては、新郷公民館の外堀フェンスブロック修繕や三田ケ谷公民

館の樋、軒天ボード修繕など、計４１件の修繕を行なったものです。 

　　続きまして、２８０ページをご覧ください。 

　　１２節委託料につきましては、記載にありますとおり、公民館の清掃業務や夜間警備

業務をはじめとする施設管理のための業務委託料でございます。前年度になかったもの
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としましては、下から２つ目の項目、公民館無線ＬＡＮ保守委託料９９万円でございま

す。令和５年度から、全ての公民館において無線ＬＡＮの運用が開始したことに伴い、

新たに保守委託したものでございます。 

　　次に、１４節工事請負費３８７万９，６５６円につきましては、新郷公民館ほか２館

の調理室エアコン設置工事と新郷公民館ほか３館のトイレ温座化等工事など、計１０件

の工事を行なったものでございます。公民館の調理室エアコン設置につきましては、令

和５年度から計画的に進めております。 

　　なお、１点訂正がございます。 

　　備考欄に新郷・須影・三田ケ谷公民館調理室エアコン設置とございますが、須影は誤

りでございまして、正しくは岩瀬でございました。令和５年度は、新郷・岩瀬・三田ケ

谷の３館で実施をいたしました。大変申し訳ございませんでした。 

　　次に、１７節備品購入費３３万３，７６５円につきましては、主に消火器の購入でご

ざいます。使用期限が到来する消火器を交換いたしました。 

　　続きまして、２９１、２９２ページをご覧ください。 

　　第７目産業文化ホール費でございます。産業文化ホール費は、産業文化ホールの管理

運営に関する経費で、予算現額７，７３４万４，３００円に対し、支出済額

７，７３４万４，１００円で、執行率は９９．９％でございました。 

　　それでは、備考欄の産業文化ホール一般経費について、主なものをご説明申し上げま

す。 

　　１０節需用費２１５万９，３００円につきましては、修繕料でございます。大ホール

や小ホールの空調設備でありますエアハンドリングユニットの空調用ロールフィルター

交換修繕や浄化槽、沈殿槽の修繕など、文化ホール施設に係る修繕を行なったものでご

ざいます。 

　　次に、１２節委託料７，５１８万４，８００円のうち主なものは、産業文化ホールの

指定管理者であります株式会社ケイミックスパブリックビジネスへの指定管理料

７，５０３万３，０００円でございます。指定管理料につきましては、当初の年度協定

書に基づく指定管理料は７，１９８万３，０００円でございましたが、さきの３月定例

市議会においてご可決賜りました電気料高騰分といたしまして、３０５万円を増額した

上での決算額となっております。 

　　なお、現在の指定管理期間は令和８年度までの５年間で、令和５年度につきましては
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２年度目でございました。 

　　また、エレベーターメンテナンス業務の委託料１５万１，８００円につきましては、

令和５年１２月でエレベーターの部品供給期限を迎えた後の保守点検業務といたしまし

て、令和６年１月から新たに業務委託をしたものでございます。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　生涯学習課のご説明いただいた管轄内において、新規の事業、それか

ら注目している事業等、決算の中でございましたら、ご説明のほうをお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　令和５年度重点事業といたしまして、主に３点ございました。 

　　１点目ですが、先ほどの説明でも触れましたけれども、公民館の無線ＬＡＮの環境を

生かした講座の実施でございます。 

　　公民館におきましては、昨年度、スマホ講座を開催いたしまして、Ｗｉ－Ｆｉなどの

基本操作やアプリの使い方、インターネットの使い方などを学びまして、デジタルデバ

イドの解消に取り組みました。 

　　次に、２点目ですが、生涯学習拠点施設の整備でございます。 

　　生涯学習課は、公民館をはじめとしまして、教育集会所、産業文化ホールなど、所管

しているどの施設も老朽化が進んでおります。その中でも、利用者の皆様に安全に、ま

た快適にご利用いただけるように、トイレなどの修繕やエアコンの取付け工事などを行

い、利用環境の整備に努めました。 

　　最後、３点目ですが、人権教育に関する２つの基本方針を改定いたしました。羽生市

人権教育基本方針及び羽生市同和教育基本方針の改定でございます。 

　　こちらは、県が持つ方針の改定に伴いまして、内容の整合性を図るために改定したも

のでございます。ケアラーやヤングケアラーなど新たな人権課題の追記や、人権教育に

関わる法令等について内容を更新いたしました。 

　　令和５年度の重点事業については以上でございます。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますか。 
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　　野中委員。 

○野中一城委員　先ほど、重点項目を３点挙げてもらいましたけれども、その中で、一番

初めに説明がありましたスマホ講座の、どれぐらい実施されたのかと、大体、公民館に

よって違うと思うんですけれども、参加状況というのを教えてください。 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　まず、スマホ講座の開催の状況でございますが、公民館では

令和５年度中に１０回行いまして、参加者は合わせて１２３名でございました。また、

それ以外にも、社会福祉協議会においても昨年度６回開催をして、参加者は５２名と伺

っております。 

　　次に、公民館ごとの状況でございますが、確かに参加人数については差はありますも

のの、やはり主に高齢者の方を中心に、応募開始と同時に埋まるような公民館もあった

という報告を受けております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　野中委員。 

○野中一城委員　ありがとうございます。 

　　大体１２３名で、１８０名ぐらいかな、合わせてですか。ですけれども、せっかく整

備されたわけですから、今後やはり、特に高齢者の方、私も含めてですけれども、そう

いう方をしっかりフォローできればいいと思いますけれども、しっかりした取組をやっ

てもらいたいんですけれども、今後どのように取り組んでいくのかお伺いします。 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　おっしゃるとおり、せっかく整備したＷｉ－Ｆｉの環境でご

ざいますので、引き続きこちらに関しては、ご利用いただけるような取組が必要かと思

います。 

　　今年度につきましても、引き続きスマホ講座を開催しております。また、通常利用し

ていただいているサークルの団体の皆様にも、Ｗｉ－Ｆｉが整備されていますよという

ことを周知するとともに、サークルの活動の中で、例えばインターネットを活用して調

べものをするですとか、関係するヨガとかフラダンスの動画をみんなで見るですとか、

そういったふうに幅広く活用していただけるよう、公民館としても取り組んでおります。 

　　以上です。 

○野中一城委員　分かりました。よろしくお願いします。 
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○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　ちょっと幾つかあるので、分けて質問いたします。 

　　まず、２７２ページ、放課後子ども教室事業のところなんですけれども、こちら委員

が１０名、予算から減っているんですかね。この減った理由と、あと、実際の活動日数

のほうもちょっと減ってしまったようなんですけれども、その減った分の確保はできて

いるかということをちょっとお聞きいたします。 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　まず、運営委員の人数のところのご質問でございましたが、

令和４年度が報酬の支払い対象者が２８名に対し、令和５年度は１８名でございました。

比較しますと１０名少なくなっておりますが、こちらの人数につきましては、あくまで

も支払いの対象者の数でございまして、実際の会議の出席者については、令和４年度が

３７名、令和５年度は３４名、さほど大きな変化はございませんでした。 

　　支払い対象者については、例えば会議に出席する方のうち、勤務中の小学校の校長先

生ですとか勤務中の公民館長などは支払い対象からは除いておりますので、こちらの

１８人には含まれないことになっております。結果的に、報酬の対象外の委員の出席が

多かったというところでございます。 

　　活動の日数につきましては、令和４年度は８３日間の活動でした。令和５年度は

９１日間でございますので、こちらも変わらずに、予定どおり活動できているかと思っ

ております。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員　分かりました。 

　　じゃ、続いて２７８ページなんですけれども、こちら、公民館運営審議会委員の報酬

のところで１００名とあるんですけれども、昨年が９２名だったのが、増えた理由とい

うのがありましたら、お聞きいたします。 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　公民館運営審議会委員の人数についてのご質問ですが、こち

らも先ほどの放課後子ども教室の委員と同じ考えでございまして、令和５年度、支払い

の対象者が１００名でございましたが、令和４年度９２名、こちらも出席した延べ人数

としましては、令和４年度１６７名に対し、令和５年度は１７０名ということで、会議
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に参加した人数はさほど変わらず、報酬の支払い対象者として９２名だったのが、令和

５年度は少し増えているという状況がございました。結果的にそのような形となってお

ります。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　説明の中で、無線ＬＡＮ整備をし終えたので、今年はトータルでは減

っているけれども、ただ、当然維持費、回線費とか保守委託料ですか、そういったもの

でかかっているよという説明でした。 

　　２７８ページと２８０ページで、それぞれ無線ＬＡＮの保守委託料と回線費用が出て

いるんですけれども、これが大体毎年、ランニングコストというか、固定費としてかか

ってくるという、そういった理解でよろしいのでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　ご指摘のとおりでございまして、ランニングコストはかかっ

てまいります。 

　　主に２つ、ランニングコストはございまして、回線の使用料で約１６４万円、それか

ら、令和５年度から始まりましたとご説明しました保守委託料が９９万円、合わせまし

て約２６３万円、毎年かかってくることになります。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　あと、２８０ページ、工事請負費で、調理室のエアコン設置の費用が

出ていました。ここは岩瀬ということで説明あったんですけれども、公民館の調理室っ

て、どのくらいの頻度で使われているものなんでしょうか。場所によって、それぞれ差

はあると思うんですけれども、例えば、川俣はむじなもん学寮とかいって、結構使われ

ている頻度も多いのかなとは思ってはいるんですけれども、毎日のように使われている

とはちょっと、特に夏場、冬場にどれだけ使われているのかなというのがちょっと気に

なったところではあったんですけれども、分かる範囲で結構でございます。どのくらい

の頻度でそれぞれの公民館で使われているか、ちょっとご説明いただけたらと思います。 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　調理室の利用頻度でございますが、申し訳ございません、具

体的な数字は持ち合わせておりませんが、今回、令和５年度からエアコンの設置工事を
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開始いたしまして、３館先行して進めましたけれども、比較的利用頻度の高い館から進

めました。 

　　ご指摘のとおり、日々使っているというところまではいっておりませんが、例えば説

明でも出てまいりましたが、子ども向けの講座などで、調理室を利用してカレーを作っ

て提供するですとか、または調理の講座を開催し、大人が使うなどの活用はございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　集会所学習について、ちょっとお話があったんですけれども、集会所

学習をやっているのが今、羽生で５か所という説明だったかなと、ふと思ったんですけ

れども、例えばやっていない集会所の方、もしくはそういった学校に通っている方から、

うちでもやってほしいとか、そういった声が上がることというのはないんでしょうかね。

それと、もしくは、ほかの学区にある集会所でも、そういった集会所学習を増やしてい

こうという方向は今後あるんでしょうか、ちょっとお聞きいたします。 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　私どもで所管しております集会所は、教育集会所と呼んでお

りまして、一般的な地区集会所とは異なるものになります。教育集会所の目的として、

地区集会所と異なる大きなところが、人権教育の啓発をする拠点となる場だというとこ

ろがございます。 

　　今現在あります５つの集会所については、地域の住民の皆様が分け隔てなく交流がで

きるような拠点として活用しているところでございます。地区集会所と異なる部分はご

ざいますが、教育集会所としての設置目的に即した活用を今後も続けてまいりたいと考

えております。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　ヤングケアラーの問題なんですけれども、全国で埼玉県が初の条例を制

定したわけなんですけれども、新聞によりますと、ヤングケアラーの専門の窓口を設け

ている市町村は、埼玉県内でも数％ということらしいんです、新聞によると。それで、

なかなかこれ、発見するのが難しくて、自分から私はヤングケアラーですよとは、自分

からはなかなか言ってこないという難しい問題があるので、それをどのような方法で対



－13－

応していくのかということをお伺いしたいと。お願いします。 

○斎藤万紀子委員長　増田委員、それは、人権教育に係る質疑、どこに係るということが

ありますか。 

○増田敏雄委員　ヤングケアラーの…… 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習課長。 

○佐藤友美代生涯学習課長　新たな人権課題といたしまして、ケアラー、ヤングケアラー

というものが世の中に存在するという認識は持っております。そういったことで、今年

度の話にはなってしまいますが、生涯学習課といたしましても、人権教育研修会におい

て、まずはヤングケアラーを知ってもらおうということで、研修会を実施したところで

ございます。 

　　私ども、人権教育を啓発する立場といたしましては、そういった人権課題があると。

そして、支える立場である必要が私たちにあるんだという、そういった啓発活動を引き

続き行なっていくというふうに捉えております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時０４分　　休　憩 

 

午前１０時０５分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第５９号、図書館、郷土資料館所管部分について、図書館長兼郷土資料館長に説

明を求めます。 

　　図書館長兼郷土資料館長。 

○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　図書館長兼郷土資料館長の阿久津でございます。

よろしくお願いいたします。 

　　最初に、本日同席しております職員を紹介させていただきます。 

　　郷土資料館文化財・郷土資料係長の小林でございます。 
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○小林一正文化財・郷土資料係長　小林です。よろしくお願いいたします。 

○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　それでは、大変恐縮でございますが、着座にて失

礼をいたします。 

　　それでは、議案第５９号、図書館、郷土資料館所管部分の歳入歳出につきまして、順

次ご説明申し上げます。 

　　決算書の２８１、２８２ページをご覧ください。 

　　初めに、第４目図書館費についてご説明申し上げます。予算現額が１億５，８６７万

１，０００円に対し、支出済額が１億８６８万１，３１７円でございます。繰越明許が

４，５００万円となり、執行率は９６．８５％、不用額は４９８万９，６８３円でござ

いました。 

　　それでは、２８２ページ、右側中下段をご覧ください。 

　　図書館一般経費の総額６，２６８万９，７５３円の主なものについて説明申し上げま

す。７節報償費、報償金８，５００円は、絵本専門士による絵本の読み聞かせ会、読み

聞かせ講座、講師謝金１名分の謝金でございます。 

　　次に、１０節需用費のうち、主なものを申し上げます。消耗品費３０１万

３，４１２円の主なものは、年間１，３６６冊の雑誌購入費や、ブックスタートやセカ

ンドブック事業の絵本購入費などでございます。 

　　次に、修繕費６８万９５５円の主なものは、図書館２階利用者用男子トイレ小便器修

繕、非常口誘導灯器具交換修繕などでございます。 

　　１２節委託料３，６６７万７，１４０円は、主に施設の維持管理のため、経常的な業

務委託１１契約分と、図書館システムの保守業務委託料や窓口業務等委託料や、図書館

照明ＬＥＤ化工事実施設計業務委託料となります。 

　　１３節使用料及び賃借料の主なものは、図書館システムサーバー使用料と図書館シス

テム機器のリース料である電算機器借上料でございます。 

　　続きまして、１４節工事請負費につきましては、図書館トイレの改修工事でございま

す。直流式で排水を行なっておりました便器をタンク式排水に変更いたしまして、２階

の女子トイレにウォシュレットを設置したものでございます。館内のトイレにつきまし

ては、全て洋式化になってございます。 

　　１７節備品購入費の主なものは、図書購入費で一般書を２，７５０冊、児童書を

１，１１１冊、合わせて３，８６１冊を購入いたしました。 
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　　図書館一般経費につきましては以上でございます。 

　　続きまして、２８５、２８６ページをお開きください。 

　　第５目文化財保護費についてご説明を申し上げます。 

　　前年度までは生涯学習課文化財保護係が所管しておりましたが、機構改革によりまし

て、今年度から資料館のほうの管轄となるものでございます。 

　　文化財保護費は、ムジナモの自生促進事業、県や市の指定文化財、埋蔵文化財の保護

及び文化財の啓発等に係る経費でございます。 

　　当初現額１，１１８万１，０００円に対し、支出済額１，０６４万２，１６４円で、

執行率は９５．１８％でございます。 

　　それでは、文化財保護一般経費について、主なものをご説明申し上げます。 

　　１１節役務費の主なものにつきましては、次の２８８ページでございます。 

　　主なものは手数料で、内容は指定文化財管理手数料４２万７，５００円及び宝蔵寺沼

ムジナモ自生地整備手数料２１万４，０００円でございます。 

　　現在、指定文化財は、国指定が１件、県指定が８件、市の指定が６７件、合計７６件

ございます。そのうち４２件の管理者に管理手数料を支払いました。 

　　また、宝蔵寺沼ムジナモ自生地整備手数料は、地元の宝蔵寺農家組合に対し、ムジナ

モ自生地の水路の泥のかき上げなどを年１回お願いしたものでございます。 

　　続きまして、１２節委託料７８４万２，３１２円の主なものにつきましては、ムジナ

モの保護増殖及び自生促進に係る業務のほか、勘兵衛松の保存管理業務や発掘調査関連

業務となっております。 

　　このうち、ムジナモの保護増殖に関する事業は３つございます。 

　　１つ目のムジナモ保護増殖手数料２００万円は、宝蔵寺沼ムジナモ自生地において、

ムジナモを継続的に自生させることを目的とした環境調査を埼玉大学に委託しているも

のでございます。 

　　２つ目の宝蔵寺沼ムジナモ自生促進業務委託料３８３万４，６００円は、ヨシなどの

草刈りと、詰まった水路を重機で掘削するものでございます。 

　　３つ目のムジナモ自生地管理作業委託料１１８万２，４４０円は、自生地の日常管理

として、ムジナモの生育管理や食害生物の駆除、水温の記録等を行なっております。先

ほど、２つ目のムジナモ自生地促進事業とは実施する範囲が異なり、主に重機が入れな

い場所での管理作業を委託してございます。 
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　　なお、これら３つの事業につきましては、国庫補助金の対象事業となっております。 

　　次に、１３節使用料及び賃借料１０８万５，２００円につきましては、埋蔵文化財の

試掘調査で使用するバックホウという機械の借上料であり、令和５年度は９件、延べ

１０日間実施をしてございます。 

　　続きまして、２８７ページ、２８８ページでございます。 

　　６目郷土資料館費についてご説明いたします。 

　　予算現額７６３万８，５４８円に対し、支出済額は６９９万４，６９５円で、執行率

は９１．５７％、不用額は６４万３，８５３円でありました。 

　　右側、２８８ページの備考欄下段にございます郷土資料館一般経費６９９万

４，６９５円について、その主な内容につきまして申し上げます。 

　　１節報酬、委員報酬１万７，５００円については、郷土資料館運営委員会の５名２回

分の報酬でございます。 

　　１０節需用費６８万２，４８４円のうち、主なものを申し上げます。消耗品費及び企

画展展示案内看板、ふるさと講座舞台上の看板、収蔵資料保存箱などでございます。印

刷製本費１万７，２７０円は、企画展ポスターの作成費でございます。修繕費２７万

５４５円の主なものは、郷土資料館電話回線配管改修修繕などでございます。 

　　１２節委託料１０７万９，９５２円の主なものは、企画展監視業務委託料５１万

５，５９２円及びくん蒸委託料４９万２，３６０円で、収蔵品資料の害虫駆除やカビ防

止のために消毒を行なったものでございます。 

　　１７節備品購入費１１万６，９５７円の主なものにつきましては、庁用器具費として、

郷土資料館事務室の案内看板及びデジタルカメラを購入したもの及び資料購入費１万

６，０００円です。これは、郷土の歴史や文化に関連のある書籍等２点を購入したもの

でございます。 

　　以上で、図書館費、文化財保護費及び郷土資料館費についての説明を終わらせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　所管部分における昨年度決算における重点項目と、あと新規事業等ご

ざいましたら、ご説明のほうお願いいたします。 
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○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　それでは、前年度の重点事業といたしまして、ま

ず図書館費から申し上げます。 

　　こちらは、５年に一度見直しておりますが、第３次羽生市立図書館運営基本計画の策

定を行いました。 

　　昭和６１年８月に、当時としては近代的な図書館として開館した羽生市立図書館は、

３７年にわたり、多くの市民の方に活用され、愛されてございます。ただ、市民の生活

環境や価値観が大きく変化をしまして、図書館においても、社会情勢の変化を的確に捉

えた利用者との意思の共通が不可欠となっております。 

　　このことから、公立図書館としての責務を適切に果たし、市民文化の健全な発展と豊

かな市民生活の向上に寄与するために、本計画の着実な実行により、最適な図書館サー

ビスを実現するものでございます。 

　　続きまして、生涯学習課文化財保護係所管の文化財保護費でございます。 

　　昨年の７月２２日土曜日、羽生市産業文化ホールを会場に、羽生のムジナモ発見者、

「牧野富太郎の植物研究と生涯」をテーマに、練馬区立牧野記念庭園学芸員であります

田中純子氏を講師に迎え、３３０人の参加者を得て開催をいたしました。 

　　最後に、郷土資料館費でございますが、同じく令和５年５月１３日土曜日、羽生市産

業文化ホールを会場に、「ムジナモと牧野富太郎の植物標本」をテーマに、東京都立大

学教授牧野標本館管理責任者であります村上哲明教授を講師に迎え、２７０名の参加者

を得て開催をいたしました。 

　　このムジナモの講演会、いずれにつきましても、食虫植物のムジナモを国内で初めて

発見し、日本の植物分類学の父と言われた牧野富太郎博士をモデルとしたＮＨＫ連続テ

レビ小説「らんまん」が放送されました。羽生市には、国内唯一の国指定天然記念物宝

蔵寺沼ムジナモ自生地があることから、「らんまん」のテレビ放映をきっかけに、ムジ

ナモ及び羽生市をＰＲするチャンスと捉えて、事業を展開したものでございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。 

　　小野田委員。 

○小野田和男委員　２８６ページに、図書購入費で約８００万円買っているわけだけれど

も、これ、どんな種類の本を買っているのかということと、１か月当たりにすると、

１冊１，０００円程度だと、１か月５００から６００冊だと思うんだけれども、行って
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みると、たまに行くんですけれども、そんなに並んでいないような気がするんだけれど

も、種類と、何冊ぐらい買って、どんなものを買っているか。それから、もう一つ、古

くなったとき、あれも耐用年数があると思うんだけれども、それはどうしているんです

かね。 

○斎藤万紀子委員長　図書館長兼郷土資料館長。 

○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　図書の購入につきましては、図書館司書、職員が

おりまして、図書館司書が本のほうは選書をいたしまして、ただ、本につきまして、ジ

ャンルを特に広く、本のほうは選書をさせていただいております。並びに、一般図書の

価格ですけれども、平均で約２，０００円を超えておりますので、それに合わせて年度

末、均等になるように購入はしてございます。 

　　また、古い書籍につきましては、年末に毎年、リサイクルフェアというものを実施し

ております。広報、ホームページ等で広く広報してございますが、図書館のほうで古く

なった図書、実用書なんかですと、やはり古くなったりもございますので、並びに汚

損・破損をしてしまっている本等は随時、別のほうにピックアップしてございまして、

必要とする図書のほうはリサイクルで、市の公共施設、公民館ですとか学童保育室並び

に、もちろん市民の方にも広く活用していただいてございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　小野田委員。 

○小野田和男委員　たまに行ってみると、受付の東側かな、インターネットを見たり、漫

画、テレビ、テレビはないな、ＤＶＤも見られると思うんだけれども、あんまりあそこ

に人がいたことないんだけれども、あれを利用する人はどれぐらいいるんですかね。 

○斎藤万紀子委員長　図書館長兼郷土資料館長。 

○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　委員おっしゃるとおりに、館内のほうに視聴覚の

コーナーがございます。主にパソコンを使ってのインターネットでの検索並びにＤＶＤ

の視聴ということで、映画等をしてございます。 

　　ただ、逆に今、以前に比べてインターネット等も各自普及しているということ、並び

にＤＶＤのほうも、放映権がついているＤＶＤを年間購入させていただきまして、随時

好きな方に見ていただくと。また、月に一度は映画会も実施してございまして、広く人

気の映画等は、市民の方に見ていただくように心がけてございます。 

　　年間で何人利用いただいているということは、ちょっと数字持ち合わせてございませ
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んので、後ほどまた調べさせていただきます。 

○小野田和男委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　２８２ページの図書館費の繰越明許費４，５００万円なんですけれども、

工事請負費で予算が４，５００万円、それの分かる範囲で結構なんですけれども、教え

ていただければありがたいです。よろしくお願いします。 

○斎藤万紀子委員長　図書館長兼郷土資料館長。 

○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　今年度実施いたします館内、図書館、資料館、ま

た施設内の照明施設、これをＬＥＤ化する工事でございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　２８８ページをはじめ、ムジナモの保護事業というのがあると思いま

す。昨年は、朝ドラの関係があったので、一生懸命、特にやっていたという説明もあり

ましたが、随分長いこと、この保護とか自生を助ける事業というのはやってきたと思い

ます。実際、その結果として、どのくらいムジナモが増えている、自生が増えた、そう

いった結果について、何か分かる資料があれば教えていただきたいのと、ムジナモの保

護・育成事業の結果についてまず知りたいというのと、あともう一点、その下のページ、

機械の借上料で１０８万円云々、バックホウを借りたというお話がありました。 

　　これは借りただけで、そのオペとかというのは、どなたかがやったんですかね。この

間もちょっと、あそこで事故があったんですけれども、自分で掃除してやる分には全然

いいと思っているんですけれども、これは借上料は、借りただけのお金だったのかとい

うのをちょっとお聞きしたいです。お願いします。 

○斎藤万紀子委員長　図書館長兼郷土資料館長。 

○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　ムジナモの保護につきましては、本当に長い期間、

いろんな団体、ムジナモ保存会を中心に、保護・育成のほうにつきまして、大変お世話

になってございます。 

　　先日、埼玉大学の先生方等、有識者を交えまして、ムジナモ自生地植生回復に関する

保存検討委員会を開催いたしまして、報告を受けたところによりますと、ムジナモの株

ですけれども、令和６年７月２１日現在、自生地のほうに８７万１００株、ムジナモの
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ほうを確認してございます。 

　　ちなみに、前年度、令和５年７月３０日は、同じ時期に比べますと、４７万

７，８８０株ということですので、ムジナモの育成、約倍近く育成が進んでおります。 

　　非常に、そういう保護のノウハウも分かってきておる、並びに、先ほど申し上げた自

生地の保護・育成に関する、水路の掘り起こしですとか、そういったことも実施してご

ざいますので、今のところムジナモにつきましては、非常にいい環境で、数のほうは増

えてございます。 

　　以上でございます。 

　　すみません、バックホウにつきましては、オペレーター込みでの料金です。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　おととしから去年にかけて倍増したということなんですか。それは何

か、例えば朝ドラの影響とかあったのかどうか、そんないきなりどんと増えるの、長く

やってきたという話だったので、何か成果について思い当たる理由があればというのと、

順調に増えれば、いずれレッドデータブックとか何だとか、そういったところからはじ

かれたりすることもあるのでしょうかね。 

　　その辺の基準についてお聞きしたいのと、まだ、それでもやっぱり保護が必要な種類

であるのは、恐らく間違いないとは思うんですけれども、その保護活動の中で、例えば、

別にそんなに影響なければいいんですけれども、ザリガニが減ったとか、フナがいなく

なったとか、そういった影響は今のところないのかなというのをちょっとお聞きいたし

ます。 

○斎藤万紀子委員長　図書館長兼郷土資料館長。 

○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　ムジナモの株が本当に倍近く増えているというこ

と、これはやはり、先ほども申し上げましたけれども、保護いただいている団体のご協

力並びに、そういうムジナモの適切な水温の管理ですとか、水路の管理ですとか、そう

いったことのたまものだと思っております。 

　　やはりテレビでの影響もございまして、昨年度のムジナモ自生地の見学会につきまし

ても、７回の開催で１８０名の参加をいただきまして、今までにない盛会で開催をさせ

ていただきました。 

　　並びに、今後、ムジナモのほうも順調に育成のほうが、自生のほうが進んでいきます

と、これは希望的なことも含めまして、野生絶滅から絶滅危惧に、いい意味で格が下が
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るというか、そういったことも大いに期待してございます。 

○新井和典生涯学習部長　少し補足してもよろしいですか。 

○斎藤万紀子委員長　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　レッドデータブックのお話ございましたけれども、今の埼玉県

におけるムジナモの評価というのが、野生絶滅という分類になっておりまして、それが、

飼育とか栽培下においてのみ存続している種だよというカテゴリーに位置づけされてお

りまして、それが今、努力を重ねてきて、盛んになってきておりますので、将来的には

絶滅危惧といいまして、ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種という、言

葉で言うと、こっちのほうがあんまりよくなさそうにも見えるんですが、そういう少し

状況がよくなっているという、野生絶滅から絶滅危惧というふうに評価が上がるような

動きもあろうかとは思うんですが、それが認定されれば大体的に発表して、また市のア

ピールのほうにつなげていければというふうに考えているところでございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時３３分　　休　憩 

 

午前１０時３４分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第５９号、スポーツ振興課所管部分について、スポーツ振興課長に説明を求めま

す。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　スポーツ振興課長の根岸と申します。よろしくお願いいた

します。 

　　本日同席している職員を紹介いたします。 

　　スポーツ振興係長の髙見でございます。 
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○髙見直輝スポーツ振興係長　髙見です。よろしくお願いいたします。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　それでは、失礼ですが、着座にて説明させていただきます。 

　　議案第５９号　令和５年度羽生市一般会計歳入歳出決算のうち、スポーツ振興課所管

部分についてご説明申し上げます。 

　　決算書の２９１、２９２ページ中段になります。 

　　第１０款教育費、第５項保健体育費、第１目保健体育総務費について申し上げます。 

　　保健体育総務費は、予算現額３，２０５万３，３４０円に対し、支出済額

３，０８７万４，２１３円で、執行率は９６．３％でした。不用額の主な内容は、スポ

ーツ推進委員の活動に対する報酬等の残でございます。 

　　それでは、備考欄に従いまして、下から８段目の保健体育総務一般経費３１７万

８，４２７円について、主なものを申し上げます。 

　　１節報酬２３８万９，４００円につきましては、スポーツ推進委員とスポーツ推進審

議会委員に対する報酬でございます。スポーツ推進委員報酬につきましては、新スポー

ツイベントとして、はにゅうスポ・レクフェスタを初開催するなど、令和４年度と比較

して増額となりました。 

　　続いて、２９４ページの中段になります。 

　　１８節負担金補助及び交付金７万７，８００円につきましては、スポーツ推進委員の

県や地域協議会、研究大会等の負担金です。 

　　続きまして、生涯スポーツ推進事業１５万１，９７９円について申し上げます。 

　　１０節需用費につきましては、主催事業で使用するメダルや参加賞、ラインテープな

どの消耗品を購入したものです。 

　　続きまして、スポーツ団体支援事業５７３万２，７７５円について申し上げます。 

　　１８節負担金補助及び交付金につきましては、記載のとおり、市体育協会をはじめと

する市内スポーツ・レクリエーション団体及び令和５年度に初開催した新スポーツイベ

ント、スポ・レクフェスタ実行委員会に対する運営費補助でございます。 

　　続きまして、第２目保健体育施設費について申し上げます。 

　　保健体育施設費は、予算現額５，８６１万５，４６０円に対して、支出済額

５，８５６万７，６９７円で、執行率は９９．９％でした。 

　　繰越事業費１，４１４万円は、市体育館サブアリーナ屋上防水改修工事請負費でござ

います。 
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　　それでは、保健体育施設一般経費について、主なものを申し上げます。 

　　１０節需用費１９３万９，９９７円のうち、修繕料１９３万３，８００円につきまし

ては、市体育館メインアリーナ床の破損箇所の補修などを実施したものでございます。 

　　続いて、２９６ページ上段になります。 

　　１２節委託料４，２４１万８，４００円のうち、市体育館等指定管理料４，１８６万

４，０００円につきましては、市体育館中央公園等の指定管理業務に係る指定管理料で

ございます。 

　　なお、当初の年度協定書に基づく指定管理料は４，１３５万９，０００円でしたが、

電気料の高騰分５０万５，０００円を増額した上での決算額となっております。 

　　また、市体育館防煙垂壁改修工事実施設計委託料５２万５，８００円につきましては、

市体育館の１階ロビーに設置されている火災時に煙を充満させないための防煙垂壁の工

事実施に向けた設計等の業務委託料です。 

　　１４節工事請負１，４１４万円につきましては、先ほど申し上げました市体育館サブ

アリーナ屋根のシート防水劣化による雨漏りを防止する工事の請負費です。 

　　なお、令和４年度からの繰越事業となっており、全体の契約額は２，３５４万円でご

ざいました。 

　　以上で、スポーツ振興課所管部分の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○斎藤万紀子委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　スポーツ振興課の所管部分における新規事業と、あと重点施策につい

て、ご説明のほうをお願いします。 

○斎藤万紀子委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　スポーツ振興課の令和５年度の新規・重点ということで申

し上げさせていただきます。 

　　まず、新規事業につきましては、やはり新スポーツイベントということで、はにゅう

スポ・レクフェスタを開催いたしました。こちらは、市民体育祭に代わる事業として新

たに、市民の誰もが気軽に参加でき楽しめる体験型スポーツ・レクリエーションイベン

トでございます。当日は、あいにくの雨天にもかかわらず、想定を上回る皆さんにお越
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しをいただきました。市民の皆様に一層スポーツ・レクリエーション機会の提供ができ

るよう、今後も継続して開催いたします。 

　　重点事業としましては、市体育館の整備になってまいります。令和５年度でサブアリ

ーナの屋上防水改修工事が終了し、同じく令和５年度に防煙垂壁の工事の実施設計を行

いましたので、今後も計画的に整備を実施して、市民の皆さんがスポーツに親しめる環

境づくりに努めてまいります。 

　　新規・重点については以上です。お願いします。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑はいかがでしょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　そのスポ・レクフェスタの費用というのは、どこに載っているのか、私、

探せられなくて、それを教えていただきたいのが一つと、あと、各地区体育振興会補助

金という欄がありますけれども、市民体育祭がなくなった関係で、地区のほうで、やっ

ぱり地区の運動会というのをやっていない地区が、結構増えてきちゃったと思うんです

けれども、それに代わる何か行事をやっているから、やっているからじゃないですね、

この補助金、各地区、今現在、どのような活動をされているのかというのを教えてくだ

さい。 

○斎藤万紀子委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　まず、スポ・レクフェスタの費用につきましては、

２９４ページの備考欄の中段の少し下ですね。スポーツ団体支援事業の中の新スポーツ

イベント実行委員会補助金１５０万円になります。この補助金の中で運営をさせていた

だくということで示させていただいております。 

　　２点目の各地区体育振興会の補助金になります。こちらも同様に、こちらに載ってい

ますが、９３万２，７７５円ということで、各９地区に補助金を交付させていただいて

おります。令和５年度の時点ですと、均等割のほかに世帯割を、主に体育振興会自体の

運営に係る補助ということで行なっておりました。 

　　先ほど来、小林委員おっしゃるとおり、地区の運動会を開催しないですとか、地区の

スポーツイベントが減っているところも実際は出てきておりますので、その点も含めて、

今年度の取組になってしまうんですが、地区体育振興会の補助金の内容を見直しまして、

均等割等の額を減らして、各地区で運動会ですとか、運動会に限らず、地域の住民の方

を対象としたスポーツ事業を開催していただくことにより助成をするというような内容
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に変更させていただいているのが現状であります。 

　　スポーツ振興課といたしましても、地域のスポーツ事業は必要なものだと考えており

ますので、各地区の体育振興会と連携を図りながら、各地区でのスポーツの取組も推進

していければというふうに考えております。 

　　以上です。 

○小林誠弥委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　同じく２９４ページ、補助金のところなんですが、市スポーツ少年団

本部補助金８０万円とあるんですけれども、深刻な問題として、ちょっと団が少なくな

ってきたり、スポーツをやる子が少なくなっていったり、子どもの数が少なくなってい

ったりというので、なかなか少年団自体が厳しい状況にありますが、そうやって団が少

なくなってしまう、スポーツ人口が少なくなってしまうから、ここを今後も減らしてい

く流れというのは、今後もあったりするんでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　スポーツ少年団のチーム数等が減っているという現実と、

あと、補助金を今後どうしていくかというところだったかと思います。 

　　まず、スポーツ少年団、指導者等を除きまして、小学生の数に関しましては、前回の

委員会の中でも少しお話をさせていただいたんですが、実は各チームの指導者の皆様が

すごく頑張ってくれていまして、小学生の数、３年連続で増えております。確かに人数

でいいますと、１００人、２００人という規模ではないんですが、数人、十数人、二十

数人ということで増加傾向にございますので、各チーム等の連携をスポーツ振興課も　　

深めながら、今後も団員の数が増やせるように、また、新しく入っていただけるチーム

も今年１チームございましたので、そういう面も大事にしながら、スポーツ少年団自体

の支援を続けていきたいと考えておりますので、団体の繰越状況を見ながら補助金の額

を検討させていただくということで、決して継続的に減らしていくということではない

というのはご了承いただければと思います。 

　　以上です。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 



－26－

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。再開は

１１時といたします。 

 

午前１０時５０分　　休　憩 

 

午前１１時００分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　まず、図書館長兼郷土資料館長のほうから説明があるということですので、よろしく

お願いいたします。 

　　図書館長兼郷土資料館長。 

○阿久津　豊図書館長兼郷土資料館長　先ほど小野田議員からの質問がございました令和

５年度の視聴覚コーナー利用の件ということでお答えをさせていただきます。 

　　令和５年度１年間で、インターネットでの視聴覚コーナーの利用件数が１８３件並び

にＣＤやＤＶＤなどの視聴の件数が２７２件ということでございます。 

　　以上でございます。 

○小野田和男委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　では、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０１分　　休　憩 

 

午前１１時０２分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第５９号、会計課所管部分について、会計管理者兼会計課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　会計管理者兼会計課長。 

○関根章典会計管理者兼会計課長　会計管理者兼会計課長の関根です。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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　　同席の職員を紹介させていただきます。 

　　会計係長の木元でございます。 

○木元典子会計係長　木元です。よろしくお願いいたします。 

○関根章典会計管理者兼会計課長　それでは、着座にてご説明させていただきます。 

　　令和５年度一般会計歳出決算、会計課所管部分につきましてご説明させていただきま

す。 

　　決算書の５５、５６ページをご覧ください。 

　　第２款総務費、第１項総務管理費、第４目会計管理費でございます。 

　　予算現額１，３９２万９，０００円に対し、支出済額は１，２３４万３，７８３円で、

不用額は１５８万５，２１７円となりました。 

　　５５ページの右側備考欄をご覧ください。 

　　下のほうになります。会計一般経費１，２３４万３，７８３円の主なものにつきまし

てご説明させていただきます。 

　　まず、第１０節需用費、消耗品費１９万２，５９０円は、コピー代等でございます。 

　　印刷製本費２５万４，６００円は、決算書等の印刷製本費でございます。 

　　続きまして、次ページになります。５７、５８ページをご覧ください。 

　　第１１節役務費、手数料のうち、３行目になります公共料金事前通知サービス取扱手

数料１４万８，６６５円は、電気料、電話料、水道料、ＮＨＫ受信料などの公共料金に

つきまして、事前に請求通知をデータで受け取るための手数料でございます。 

　　公金取扱事務手数料１１０万円は、羽生市役所内にある指定金融機関の埼玉りそな銀

行の派出所に係る人件費等の一部を同行に支払ったものでございます。 

　　個人住民税特別徴収磁気媒体取扱手数料２７万７，２００円は、給与から天引きされ

る個人住民税特別徴収の収納データについて、磁気媒体で取り扱うための手数料でござ

います。 

　　公金振込手数料３５９万２，８９２円は、市が債権者に対し振り込みをするための手

数料でございます。 

　　公金振込システムセットアップ手数料５万５，０００円は、公金の振り込みは現在、

りそなパソコンサービスを利用しております。これまではＩＳＤＮ回線を利用しており

ましたが、令和６年１月以降、利用できなくなるため、システムの再設定を行なったも

のです。 
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　　現金取扱保険料１０万５，６８３円は、市の公金について、保管や輸送中に火災や盗

難などにより損害が生じた場合に補償される全国市町会の公金保険の保険料でございま

す。 

　　次に、第１２節委託料、日計処理業務委託料６２４万７，３６２円は、皆様に納めて

いただいた税金等を納入済通知書ごとに会計別、歳入科目別に収入データ化するための

ものでございます。 

　　次に、第１３節使用料及び賃借料１５万９，７２０円は、債権者に口座振込による支

払いをするための伝送システム使用料でございます。 

　　次に、第２３節投資及び出資金、事務取扱資金１５万円は、窓口で公金の取扱いを行

い、準備金として釣銭が必要な課に対しまして、年度初めに支出し、年度末に回収して

おります。 

　　続きまして、少し飛びまして、８１、８２ページをご覧ください。 

　　８２ページの中ほどの第１９目諸費のうち、右側備考中、下から３行目、県収入証紙

等売りさばき事業につきましてご説明させていただきます。 

　　第１０節需用費、消耗品費５１３万８，１５３円は、パスポート申請などのために会

計課で販売しております収入印紙を日本郵便株式会社から購入した費用等でございます。 

　　なお、埼玉県証紙につきましては、令和５年１２月末で販売終了となっております。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　島村委員。 

○島村　勉委員　今の手数料じゃない、売りさばきがなくなる、警察なんかもみんなカー

ドなんだけれども、ここはそういう形。 

○斎藤万紀子委員長　会計管理者兼会計課長。 

○関根章典会計管理者兼会計課長　県証紙がなくなったときの取扱いということだと思い

ます。こちらにつきましては、県のほうで、先ほど申し上げたように、令和５年１２月

で、そちらについての証紙の取扱いがなくなりました。今は、こちらにつきましては、

キャッシュレスということで、カードや電子マネー等で、そちらについては受け付けて

おります。県証紙はつけなくなったということで取り扱っているところです。 

　　以上でございます。 
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○斎藤万紀子委員長　島村委員。 

○島村　勉委員　市民生活課なんだけれども、窓口なんかは最近行っていないから、まだ

三百幾らと払っている。 

○斎藤万紀子委員長　会計管理者兼会計課長。 

○関根章典会計管理者兼会計課長　これは、あくまでもパスポート等の県のやつなので、

羽生市では今、現金をもちろん取扱いあります。今後は、それらを検討していきます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。質疑のほう、いかがで

しょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　同じく県証紙の売りさばき事業、これ、すみません、私、仕組みが分か

っていないんですけれども、県証紙を売るじゃないですか。そのときに市のほうに、売

った窓口のほうに手数料というか、そういった売上げというのは、何か入ってくるもの

なんでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　会計管理者兼会計課長。 

○関根章典会計管理者兼会計課長　先ほど言われた、こちらについて、県証紙とか収入印

紙のほうの手数料ということのお話だと思います。 

　　こちらについては、買ったときに、そちらの手数料を頂いております。ということで、

今回は県証紙のほうが余りましたので、その分をお返しした分を、先に頂いていますの

で、その分を、買ったときに頂いちゃっているんですね。ですから、その部分を返させ

ていただいて、それでということで、今回は終わったと、県証紙については終わりまし

た。印紙についても同じように、買ったときに手数料を頂きます、金額に応じてという

ことですので。そういう状況です。 

　　以上でございます。 

○小林誠弥委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１１分　　休　憩 
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午前１１時１２分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第５９号、監査委員事務局所管部分について、監査委員事務局長に説明を求めま

す。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　監査委員事務局長。 

○根岸紀夫監査委員事務局長　監査委員事務局長の根岸です。どうぞよろしくお願いいた

します。 

　　大変申し訳ございません、着座にて説明させていただければと思います。 

　　それでは、令和５年度一般会計歳出決算のうち、監査委員事務局の所管部分について

ご説明いたします。 

　　決算書の６９ページ、７０ページをご覧ください。 

　　公平委員会費は、予算現額２７万８，０００円に対して、支出済額は２０万

６，８７０円、執行率は７４．４％でした。 

　　７０ページの公平委員会一般経費について説明いたします。 

　　１節報酬１２万３，６００円は、公平委員３名分の報酬となります。 

　　次に、１８節負担金補助及び交付金５万２，２００円は、全国公平委員会連合会の会

費等となります。 

　　続きまして、固定資産評価審査委員会費についてご説明いたします。 

　　予算現額８万２，０００円に対して、支出済額は２万３，０００円で、執行率は

２８％となっております。 

　　７０ページの固定資産評価審査委員会一般経費をご覧ください。 

　　１節報酬２万２，０００円につきましては、固定資産評価審査委員３人の報酬となり

ます。 

　　続きまして、１０３ページ、１０４ページをご覧ください。 

　　監査委員費についてご説明いたします。 

　　予算現額２，０２３万７，０００円に対して、支出済額は１，９８９万３，１３７円

で、執行率は９８．３％でした。 
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　　１０４ページ中段より少し下、監査委員一般経費について説明申し上げます。 

　　１節報酬１１６万９，１６５円は、監査委員２名分の報酬となります。 

　　次に、１０節需用費、消耗品費３７万３，５８３円の主なものは、加除式実務書の追

録代やコピー代等となっております。 

　　１７節備品購入費９，９８５円は、委員会等における記録事項の作成に活用するため、

ＩＣレコーダーを購入したものでございます。 

　　次に、１８節負担金補助及び交付金５万６，０００円は、埼玉県都市監査委員会等の

負担金等となります。 

　　以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。質疑のほう、いかがでしょうか。 

　　すみません、では、ちょっとよろしいでしょうか。 

○田口さとる副委員長 委員長の職務を交代します。斎藤委員。  

○斎藤万紀子委員　７０ページ、固定資産評価審査委員会についてなんですけれども、報

酬は載っているんですけれども、この委員会は何回開かれて、また、どのような内容だ

ったのか教えてください。 

○田口さとる副委員長　監査委員事務局長。 

○根岸紀夫監査委員事務局長　こちらのほうは、半日の会議が２回となっております。

１回のほうは、羽生市で行われました委員会という形で、こちらのほうは、１年に１回、

委員長を替えなければいけませんので、委員長、副委員長、また今後のスケジュール等

の委員会という形になります。 

　　あと、もう一回のほうは、行田市、加須市、羽生市の３市合同の研修会というものが

半日ありまして、その半日ということで、日額の報酬になりますので、２回分の報酬と

いう形になっております。 

　　以上でございます。 

○田口さとる副委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　今、兵庫県議会が非常に話題になっておりますけれども、やはり例え

ば市役所内でも、職員さんが何か感じたときに、相談であったり報告する場所が公平委

員会だと理解しているんですが、そのようなことは、令和５年度はあったのでしょうか。 

○田口さとる副委員長　監査委員事務局長。 
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○根岸紀夫監査委員事務局長　私が調べたところでは、令和４年、令和５年度の苦情相談

というのがあるんですけれども、それは今のところはなかった状態です。ただ、令和

６年度に私が来てからは、少し、１回ほどちょっとありまして、その１回は対応させて

いただいております。 

　　以上でございます。 

○田口さとる副委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　むしろあったほうがいいと思っておりまして、やはり職員さんが気に

なったことに関して、どこか独立した場所に相談することで、いろいろ解決することも

多いと思うんですが、令和４年、令和５年はなかったということで、今年度はあると聞

いて、ちょっとほっとしているんですが。公平委員会の在り方というか周知に関しては、

職員さんにしっかりその意義が行き渡っているのか、そちらについてお伺いいたします。 

○田口さとる副委員長　監査委員事務局長。 

○根岸紀夫監査委員事務局長　こちら、職員に対する相談という形となり、それに対して

はグループウエア等で、職員に対してメールのほうの周知を年２回しております。 

　　一応予定としては、相談日のほうは、事前に連絡をしていただき、第１・第３水曜日

を相談日ということで周知は出しております。 

　　以上です。 

○田口さとる副委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　すみません、最後のメール、相談会というものが開催、ちょっとすみ

ません、その辺をもう少し詳しく教えていただけますか。 

○田口さとる副委員長　監査委員事務局長。 

○根岸紀夫監査委員事務局長　職員全体で見られる掲示板というのがございまして、そこ

で相談、また相談に対する内容ですか、こういう相談を受けられますというような内容

を職員のほうには通知を出している状況になります。その相談日というのが、事前に連

絡していただき、第１・第３水曜日という周知をしております。 

○田口さとる副委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　すみません、ちょっと確認なんですが、相談を受ける方と公平委員さ

んは同じなのか、それとも、まず相談を受けてから公平委員さんに報告となるのか、ち

ょっとその辺の流れを教えてください。 

○田口さとる副委員長　監査委員事務局長。 
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○根岸紀夫監査委員事務局長　まずは、相談等申込みがあれば、職員で対応しており、こ

れは法律でも決められているというか、職員に委嘱されるという形になるんですけれど

も、まずは職員のほうで相談をさせていただいて、それで対応するには、もう少し内容

対応が大きいものだと公平委員会のほうに持っていくのが、通常の流れとはなっており

ます。 

　　以上でございます。 

○田口さとる副委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　その相談を受ける職員というのは、もちろん、例えば課が全く違うと

か、相談者に不利益のない立場の方が相談を受ける立場になるということでよろしいの

か、またそれは、誰がどのように選定するのか教えていただけますか。 

○田口さとる副委員長　監査委員事務局長。 

○根岸紀夫監査委員事務局長　相談受けるほうは、事務局の職員という形で、事務局長が

受けます。もちろん個人の情報は漏らさないが、相談者から該当する課の、例えば総務

課であったりとか、どこの課にも相談してもいいかと聞いて、いいですよとなれば、間

に入り相談していきます。 

　　以上でございます。 

○田口さとる副委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　それは、やはり職員の相談を受けてから解決までの流れ、経過のスケ

ジュールというのが、しっかり公平委員会事務局の中で組み立てられているという理解

でよろしいでしょうか。 

○田口さとる副委員長　監査委員事務局長。 

○根岸紀夫監査委員事務局長　おっしゃるとおりでございます。 

○斎藤万紀子委員長　ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうござい

ました。以上です。  

○田口さとる副委員長 委員長の職務をお返しします。  

○斎藤万紀子委員長 　質疑のほう、いかがでしょうか。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　１０４ページの一番下なんですけれども、負担金の、これは県の都市監

査委員会、東部都市監査委員会、２つの監査委員会があるんですけれども、これは何か

役目を分けてやっているんでしょうか、それを教えてください。 
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○斎藤万紀子委員　監査委員事務局長。 

○根岸紀夫監査委員事務局長　今回の負担金のほうが、委員さんおっしゃるとおり、埼玉

県都市監査委員会、こちららが２万１，０００円で、埼玉県東部都市監査委員会という

のが３万５，０００円という形であります。 

　　この目的というのが、やっぱり監査委員制度というのを円滑な、一応目的が書いてあ

るので、ちょっと読ませてもらうんですけれども、円滑な運営と健全な発展を図ること

というのがあります。また、監査委員相互の意思の疎通、連絡を密にして、業務の貢献

ですかね、研修会等開催して情報を共有して、監査の精度を上げていきましょうという

のが目的となっております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員　増田委員。 

○増田敏雄委員　先ほど委員会の開催で、羽生、加須、行田とかとおっしゃったと思うん

ですけれども、それとはまた別。 

○斎藤万紀子委員　監査委員事務局長。 

○根岸紀夫監査委員事務局長　それは固定資産評価審査委員会のほうの３市、うちのほう

は３つの、公平委員会、固定資産、監査委員会と３つの委員会を持っていますので、先

ほど最初のほうは、固定資産評価となります。 

○増田敏雄委員　了解しました。 

○斎藤万紀子委員　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員　では、質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

　　では、一般会計の審議が終了いたしましたので、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員　では、討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　本案は、これを認定することに賛成委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○斎藤万紀子委員　挙手全員と認めます。 
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　　よって、本案は認定すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２４分　　休　憩 

 

午前１１時２８分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６１号　令和５年度羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計歳入歳出

決算についてを議題といたします。 

　　商工課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　商工課長。 

○今成義暢商工課長　商工課長の今成です。どうぞよろしくお願いいたします。 

　　同席する職員は、商工振興係長の小林です。 

○小林　良商工振興係長　小林でございます。よろしくお願いします。 

○今成義暢商工課長　恐縮ですが、着座で説明をさせていただきます。 

　　それでは、議案第６１号　令和５年度羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会

計歳入歳出決算について説明申し上げます。 

　　本事業は、安定した退職金を支給することで、労働者が安定して、また定着して就労

できるよう、市内中小企業の従業員の福祉向上を目指し、労務施策を目的として実施し

ている制度です。従業員１人当たり、１口月額１，０００円で最高６口まで加入するこ

とができます。掛金は事業者負担となりますが、事業者はこれを損益として計上できる

メリットがございます。 

　　令和５年度末の加入状況を申し上げますと、加入事業所数５０事業所、加入人数

２７８人、加入口数１，３０５口となっております。 

　　タブレット端末に、令和５年度羽生市一般会計特別会計歳入歳出決算書３３３、

３３４ページを表示しましたが、本会計の収入済額合計５，１７７万７，６８９円に対

して、支出済額合計４，９１４万２，６６２円となり、差引残額は２６３万

５，０２７円となりました。 
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　　それでは、まず、歳入から説明申し上げます。 

　　３３５、３３６ページをご覧ください。 

  　まず、第１款　共済掛金収入は、調定額１，５８７万円に対し、収入済額は同額で、

収入率は１００％となりました。こちらは、加入事業者から支払われる、毎月の掛金収

入で全て基金へ積み立てております。  

　　次に、第２款繰入金は、調定額３，１１３万５，０８８円に対し、収入済額は同額で、

収入率は１００％でした。 

　　第２款１項１目一般会計繰入金５５３万７，０００円は、特別会計の運営のため、一

般会計の労働費から繰り入れたものです。 

　　第２款第２項第１目中小企業従業員退職金等共済基金繰入金の収入済額２，５５９万

８，０８８円は、退職一時金を支払うために基金から繰り入れたものです。 

　　次に、第３款財産収入は、調定額２２４万２，９７４円に対し、収入済額は同額で、

収入率は１００％でした。 

　　第３款１項１目利子及び配当金の収入済額２２４万２，９７４円は、基金財産の運用

結果による利子配当金収入で、基金に積立てを行いました。令和５年度の運用利率は

０．７４０％で、前年度０．９４６％から０．２ポイント減少となりました。 

　　続きまして、歳出をご説明申し上げます。 

　　３３７、３３８ページをご覧ください。 

　　歳出は大きく２つに分けられます。 

　　まず、第１款総務費は、退職金等共済事業を行うために必要な経費、事務費として計

上した一般管理職と退職一時金を支払うための支出、共済掛金財産収入などの基金へ積

み立てるための経費、こちらが、事業費として計上した共済費の２つが主な額となって

います。 

　　まず、第１款総務費は、予算現額５５３万７，０００円に対しまして、支出済額

５４３万１，６００円で、執行率は９８．１％でした。 

　　それでは、第１款１項１目一般管理費の一般管理事業について申し上げます。 

　　一番右側、備考欄をご覧ください。 

　　初めに、１１節役務費の手数料、こちらは３つございます。 

　　まず、資産管理運用手数料として、１３１万１，０９８円を住友生命保険相互会社に

支出した費用、こちららは、掛金を運用利回りにより、安定的に管理させるための経費
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です。これにより、掛金以上の退職金額支給が可能となっています。 

　　次に、共済掛金を事業者の口座から引き落とす際の手数料として、２万４，０５２円

は、市内金融機関へ支出した経費です。 

　　３つ目は、基金運用を委託している住友生命保険相互会社の信用度を確認するため、

株式会社帝国データバンク熊谷支社に年２回調査を実施しておりますが、それが企業信

用調査手数料の３万５，２００円となっております。 

　　次に、１２節委託料について申し上げます。 

　　システム管理運営業務委託料は、中退共制度への加入期間、加入口数、加入人数、利

率等の要件に基づき、正しく長期にわたり退職金を計算する必要があるため、これをセ

イコーソリューションズ株式会社に３９６万円で委託した金額となります。 

　　次に、１３節使用料及び賃借料について申し上げます。 

　　インターネットバンキング使用料７万９，２００円は、インターネット上で振替が可

能なインターネットバンキングの使用料として、武蔵野銀行へ支出した金額でございま

す。 

　　次に、第２款事業費は、予算現額８，０９６万８，０００円に対しまして、支出済額

４，３７１万１，０６２円で、執行率は５４％となりました。 

　　それでは、第２款１項１目共済費のうち、共済事業について申し上げます。 

　　備考欄をご覧ください。 

　　まず、１８節負担金補助及び交付金の退職一時金２，５５９万８，０８８円は、

３２名の退職者中３０名に、その退職金を支給しました。 

　　なお、詳細につきましては、決算附属資料の１１３ページ、中退共退職金支給内訳を

後ほどご覧いただきたいと存じます。 

　　次に、２４節積立金１，８１１万２，９７４円は、加入事業者から支払われる毎月の

掛金と基金財産を運用して得られた利子配当金の２つの収入を基金へ積み立てたもので

す。内訳は、退職金の積立金として事業者から支払われました掛金積立金１，５８７万

円と、運用利子として住友生命から支払われました利子積立金２２４万２，９７４円の

２つとなっております。 

　　以上をもちまして、主なものの説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 
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　　増田委員。 

○増田敏雄委員　運用収入２２４万円で、３３６ページ、３３８ページで、手数料が

１３１万円と、すごい手数料の比率が高いと思うんです。分かる範囲で結構ですけれど

も。 

○斎藤万紀子委員長　商工課長。 

○今成義暢商工課長　運用利率ということで、令和５年度につきましては０．７％でござ

いました。前年度につきましては約０．９％ということで、手数料ということでござい

ましたけれども、まず、掛金自体が少額であったということでの収入の相違がございま

したとともに、運用利回りのほうが令和４年度のほうがよかったということがございま

したので、よかった令和４年度と比較しますと、令和５年度の収入額というのが減額と

なっているということでございます。手数料につきましては、残高に対して

０．３５０％を乗じております。 

　　以上でございます。 

○増田敏雄委員　分かりました。 

○斎藤万紀子委員長　よろしいですか。 

　　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

　　続いて討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　では、これより採決を行います。 

　　本案は、これを認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○斎藤万紀子委員長　挙手全員と認めます。 

　　よって、本案は認定すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 
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午前１１時４０分　　休　憩 

 

午前１１時４３分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６６号　令和６年度羽生市一般会計補正予算（第４号）のうち、本委員会付託

部分を議題といたします。 

　　農政課所管部分について、農政課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　農政課長。 

○岡田隆史農政課長　農政課長の岡田です。よろしくお願いいたします。 

　　説明に先立ち、本日同席の職員を紹介します。 

　　農政課課長補佐兼農村整備係長の中嶋です。 

○中嶋英貴課長補佐兼農村整備係長　中嶋です。よろしくお願いいたします。 

○岡田隆史農政課長　恐縮ですが、着座で失礼いたします。 

　　それでは、議案第６６号　令和６年度羽生市一般会計補正予算（第４号）のうち、農

政課所管部分について説明申し上げます。 

　　画面の【別冊４】羽生市一般会計補正予算書及び説明書、議案第６６号の８ページ、

９ページをご覧ください。 

　　第６款農業費、第１項農業費、第６目農地費は、２１０万円の増額補正により、予算

現額は１億３，７９５万円となります。 

　　右側の説明覧、団体助成事業をご覧ください。 

　　１８節負担金補助及び交付金の負担金、農業基盤整備基礎調査等負担金２１０万円で

すが、弥勒北地区の農業基盤整備基礎調査において、事業対象地区を下村君及び上村君

の一部、計１０．３ヘクタールを区画拡大し、事業を実施する方針へ変更となったため、

区画拡大分の調査費を増額することに伴い、市負担金についても増額が必要となったも

のでございます。 

　　なお、積算根拠としては、県が算出した基礎調査の事業費１，０５０万円に対し、負

担割合は県２分の１、市２分の１ですので、市の負担額は５２５万円となります。基礎

調査の負担金として、当初予算で３１５万円の予算を頂いておりましたので、今回足り
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ない分の２１０万円について、増額補正をお願いするものでございます。 

　　なお、財源は全て一般財源となります。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　区画拡大の調査費のための調査費増額ということなんですが、こうい

った後からの区画の拡大とかというのって、恐らく例外的だと思うんですけれども、今

後もこういったことが、ちょこちょこあったりすることってあるんでしょうか。どうい

った経緯で後から拡大することがあるか、ちょっと教えていただけますでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　農政課長。 

○岡田隆史農政課長　参考資料のほうを提示させていただいておりますので、そちらを見

ながら説明させていただきます。 

　　今回の区画拡大に至った経緯といたしましては、計画区域に隣接する地権者からの要

望がございました。今回広げた区域、こちらのこういったものを見ていただくと、こち

らが上村君で、こちらが下村君地区なんですが、こちらの地権者の方から前々から、一

緒にほ場整備に入れてほしいという要望がございまして、今年になって説明会とかを行

なったところ、参加意向とかお聞きしたんですが、１００％の賛同を得ることができま

した。ほかに、新たな担い手候補者３者が今年決まったんですが、その３者の要望する

耕作面積が足りなかったということも、一つの理由でございます。 

　　そして、もう一つ、事業区域を広げることで、より高い事業効果が得られるというこ

とでございます。 

　　今回は、弥勒北地区のほ場整備、換地の手法で導水路を変更する必要がありまして、

区画を広げることで、より効果的な導水路の整備が可能となります。そういったことで、

今回、区画拡大をさせていただくということでございます。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　こうやって換地とかしながら、田んぼやるためにはすごくいいことな

んだとは思うんですけれども、そもそも何で、後から入る人たち、うちもやってくれと

いう人たちは、最初の段階で入らなかったんでしょうかね。何か例えば相続とかあった
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り、事情の変化というのが、何年かの間にあったからということなんでしょうか。最初

から入っちゃっておけばよかったような気がするんですが、その辺の事情について、ご

存じのことがあればお願いします。 

○斎藤万紀子委員長　農政課長。 

○岡田隆史農政課長　最初は、このほ場整備は、埼玉型ほ場整備といいまして、換地、土

地の権利は動かさずに、耕作する場所を換えるだけの手法でやろうということで、弥勒

北地区だけで動いておりまして、それではちょっと県のほうで、できないだろうと、費

用対効果を考えた場合に、やる価値が低くなってしまう、県のほうでは、ちょっとそれ

は協力できないというお話になりまして、今回、換地の手法でやるということで、中に

こういう道路とか水路とかが入っているんですが、広げることで、その整備もやりやす

くなるということで、今回、このような形になったということでございます。 

　　ここの、こっちが埼玉型でやろうとしていた図面なんですが、この辺の道路とかとい

うのが、埼玉型では道路を広げることができない。一方的にこちら側の道路だけを、中

のほうだけ土地を削らせて、寄附していただいて道路を広げたりするんですが、ここを

区画拡大して大きくすることで、両側から、しかも換地ということで、減歩の中でやら

せていただけるということになりますので、ほ場整備の効果も上がる。 

　　お金をかける、今回概算で、金額はっきり言えないんですが、１０億円ぐらいはかか

るのではないかと思っております。費用負担なんですが、ここにも書いてありますが、

事業費の負担割合ということで、市の負担が１０％、地元負担がゼロ％ということで、

１０億円かかっても、市の負担１億円でこの整備ができるということで、今回の区画拡

大してほ場整備をやるということになりました。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほう、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

　　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５１分　　休　憩 

 

午前１１時５５分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、休憩前に引き続き会議を開きます。 
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　　議案第６６号、財政課所管部分について、まず歳出部分について、財政課長に説明を

求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　財政課長。 

○佐藤将史財政課長　財政課の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

　　同席する職員を紹介させていただきます。財政課財政係長の髙橋でございます。 

○髙橋あい財政係長　財政課の髙橋です。よろしくお願いします。 

○佐藤将史財政課長　着座にて失礼いたします。 

　　議案第６６号　令和６年度羽生市一般会計補正予算（第４号）のうち、財政課所管部

分についてご説明させていただきます。 

　　まず、歳出につきましてご説明いたします。 

　　補正予算書の８ページ、９ページになります。 

　　第２款総務費、第１項総務管理費、第３目財政管理費における事業名、財政一般経費、

１２節委託料、財務会計システム改修委託料１３８万６，０００円でございます。こち

らにつきましては、タブレット及びパソコン画面での閲覧をしやすくするため、予算書

のレイアウトを現在の見開きＡ３サイズの仕様からＡ４横の仕様に変更するものでござ

います。今年度の３月定例会に上程させていただきます予算書より適用を予定しており

ます。 

　　次に、第５目財産管理費における事業名、財産管理一般経費、委託料、調査測量等委

託料１６１万５，０００円でございます。こちらにつきましては、令和７年３月末に学

校再編により閉校となる三田ケ谷小学校及び村君小学校の利活用を進めるに当たり、公

募の際の適正価格を定めるために、２校の不動産鑑定を依頼するものになります。 

　　次に、事業名、基金積立事業、積立金、公共施設修繕引当基金元金積立金

５，０００万円につきましては、令和５年度実質収支額を踏まえ、今後の公共施設の修

繕に備えるため積み立てるものでございます。 

　　なお、積立て後の基金残高は５億６，９１０万円となります。 

　　次に、第７目財政調整基金積立金における事業名、財政調整基金積立事業、積立金、

財政調整基金元金積立金７億５，０００万円につきましては、同じく令和５年度実質収

支額を踏まえ、今後の財源不足を生じたときに備えるため、積み立てておくものでござ

います。 
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　　なお、積立て後の基金残高は１６億４，１４４万円となります。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑もないようですので、引き続き歳入及び第３条、地方債

の補正を合わせて、財政課長に説明を求めます。 

　　財政課長。 

○佐藤将史財政課長　ご説明のほうをさせていただきます。 

　　それでは、歳入につきましてご説明させていただきます。 

　　補正予算書の６ページ、７ページに移らせていただきます。 

　　初めに、第１０款地方交付税、普通交付税１億９，３４６万２，０００円、こちらに

つきましては、本年７月に国の普通交付税の額の決定を受け、増額をするものでござい

ます。 

　　次に、第１９款繰越金８億４，８３６万２，０００円、こちらにつきましては、前年

度決算において生じた繰越金を特定財源充当差額分として繰り入れるものございます。 

　　次に、第２１款市債のうち、第４目土木費、アンダーパス排水ポンプ更新事業債、道

路整備事業債、こちらにつきましては、令和６年度当初予算に盛り込んでおりましたが、

将来の財政負担の増加を抑制することを目的に、アンダーパス排水ポンプ更新事業債

１，１２０万円、道路整備事業債２億１，８２０万円、それぞれ減額するものでござい

ます。どちらの市債も、地方交付税措置がなく、公的資金の活用が見込めない市単独事

業を対象にした市債であり、財源につきましては、普通交付税の増額及び繰越金を活用

し、減額を行うものでございます。 

　　次に、第７目臨時財政対策債につきましては、交付税同様に、７月に国の臨時財政対

策債の額の決定を受け、４７７万３，０００円減額するものでございます。 

　　続きまして、ページ移りまして、４、５ページにいかせていただきます。 

　　第３表地方債補正につきましてご説明させていただきます。 

　　地方債補正につきましては、先ほどご説明させていただきました市債の歳入補正と同

様の理由により、変更と廃止を行うものでございます。 

　　まず、変更につきましては、道路整備事業債の借入限度額を２，９００万円に、臨時
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財政対策債の借入限度額を６，０２２万７，０００円に、それぞれ変更するものでござ

います。 

　　次に、廃止につきましては、アンダーパス排水ポンプ更新事業債を１，１２０万円減

額し、廃止するものでございます。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午後　零時０４分　　休　憩 

 

午後　零時０５分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６６号、教育総務課所管部分について、教育総務課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　教育総務課長。 

○米花竜二教育総務課長　教育総務課長の米花でございます。 

　　同席している職員を紹介いたします。 

　　教育総務課総務係長の平川です。どうぞよろしくお願いいたします。 

　　着座にて失礼します。 

　　議案第６６号　令和６年度羽生市一般会計補正予算（第４号）、第１０款教育費につ

いてご説明いたします。 

　　【別冊４】羽生市一般会計補正予算書及び説明書の４ページになります。 

　　第２表繰越明許費、羽生市立羽生東小学校校歌制作委託事業９３万５，０００円につ

きましては、令和７年４月に新たに開校します羽生東小学校の校歌を制作するに当たり、

作詞作曲をプロの作曲家に委託するものでございます。こちらにつきましては、令和

６年度内の制作完了が困難であることが確認できたことから、この度繰越明許費として、

令和７年度に繰り越すものでございます。 
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　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　校歌の制作委託事業ということなんですが、そうそうあることじゃな

いと思うんですが、大体相場って、どんなものなんですかね。例えば、よその市区町村

の新しい学校の校歌とか、どのくらいの金額で皆さん委託されているのか、もし分かる

ようでしたら、教えていただければと思います。 

○斎藤万紀子委員長　教育総務課長。 

○米花竜二教育総務課長　相場につきましては、入札記録等を確認しますと、やはりかな

り差があるというところでございます。どなたにお願いするかというところによると思

うんですが、プロの制作業者さん等にお願いをすると、大体７０万円から９０万円ぐら

いかかるというところでございます。 

　　個人の方については、ちょっとすぐには分からなかったんですが、行田市で見沼小学

校が再編成によりまして、今回新たに校歌を作ったときには、今回と同じ金額で委託を

しているという実績がございますので、プロの方にお願いした場合については、妥当な

金額であるというふうに考えているところでございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほう、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

　　では、補正予算について、審議も終了いたしましたので、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、討論もないようですので、これをもって討論を終結いたしま

す。 

　　これより採決を行います。 

　　本案は、これを認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○斎藤万紀子委員長　挙手全員と認めます。 



－46－

　　よって、本案は可決すべきものと決しました。 

　　以上で、本委員会への付託事件の審議は全部終了いたしました。 

　　この際、申し上げます。付託事件の審査報告については、先例により正副委員長に一

任願います。 

　　では、これをもって閉会いたします。 

　　お疲れさまでした。 

 

午後　零時０９分　　閉　会 


